
 

 

認定 TLOが取扱う特許を受ける権利等の流れ 
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（＊）認定 TLOが特許出願を行なわず当該権利を返還した場合、国研の所長は、必要があ

ると認めるときは、特許出願の手続きを行うことができる。 
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民間事業者 
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発明を行った研究者 

発明を行った研究者 所長 （職務発明審査会） 
諮問 補償金 

①職務発明であるか否かの認定 
②特許化及び実用化の可能性等の評価及び
国が承継するか否かの決定 
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実施料の徴収 
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の調査 
②実用化の評価 

出願する場合 出願しない場合 

特許を受ける

権利の譲受 

特許を受ける権
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